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○

改
正
後
の
作
業
環
境
評
価
基
準
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
同
基
準
第
二
条
及
び
第
三
条
の
読
替
え

（
傍
線
部
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
部
分
）

読
替
後

読
替
前

（
測
定
結
果
の
評
価
）

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
作
業
環
境
測
定
の

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
の
作
業
環
境
測
定
の

結
果
の
評
価
は
、
単
位
作
業
場
所
（
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一

結
果
の
評
価
は
、
単
位
作
業
場
所
（
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一

年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位

年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位

作
業
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

作
業
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
一
管
理
区
分
か
ら
第
三
管
理
区
分
ま
で
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

第
一
管
理
区
分
か
ら
第
三
管
理
区
分
ま
で
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

Ｃ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

一

Ａ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号

ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
一
条
第
三

ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項

項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
い

、
第
十
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
行
つ
た
場
合

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を

行
つ
た
場
合

評
価
値
と
測
定
対
象
物
に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
管
理

評
価
値
と
測
定
対
象
物
に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
管
理

管
理
区
分

管
理
区
分

濃
度
と
の
比
較
の
結
果

濃
度
と
の
比
較
の
結
果

第
一
管
理
区
分

第
一
評
価
値
が
管
理
濃
度
に
満
た
な
い
場
合

第
一
管
理
区
分

第
一
評
価
値
が
管
理
濃
度
に
満
た
な
い
場
合

第
二
管
理
区
分

第
一
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
第

第
二
管
理
区
分

第
一
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
第

二
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
下
で
あ
る
場
合

二
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
下
で
あ
る
場
合

第
三
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
を
超
え
る
場
合

第
三
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
を
超
え
る
場
合

二

Ｃ
測
定
及
び
Ｄ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
五
号

二

Ａ
測
定
及
び
Ｂ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
一

の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項

条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

、
第
十
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
場
合

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
つ

た
場
合

評
価
値
又
は
Ｄ
測
定
の
測
定
値
と
測
定
対
象
物
に
係

評
価
値
又
は
Ｂ
測
定
の
測
定
値
と
測
定
対
象
物
に
係

管
理
区
分

管
理
区
分



- 2 -

る
別
表
に
掲
げ
る
管
理
濃
度
と
の
比
較
の
結
果

る
別
表
に
掲
げ
る
管
理
濃
度
と
の
比
較
の
結
果

第
一
管
理
区
分

第
一
評
価
値
及
び
Ｄ
測
定
の
測
定
値
（
二
人
以
上
の

第
一
管
理
区
分

第
一
評
価
値
及
び
Ｂ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の
測

者
に
対
し
て
Ｄ
測
定
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

定
点
に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
そ

う
ち
の
最
大
値
。
以
下
同
じ
。
）
が
管
理
濃
度
に
満

の
う
ち
の
最
大
値
。
以
下
同
じ
。
）
が
管
理
濃
度
に

た
な
い
場
合

満
た
な
い
場
合

第
二
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
Ｄ

第
二
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
Ｂ

測
定
の
測
定
値
が
管
理
濃
度
の
一
・
五
倍
以
下
で
あ

測
定
の
測
定
値
が
管
理
濃
度
の
一
・
五
倍
以
下
で
あ

る
場
合
（
第
一
管
理
区
分
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

る
場
合
（
第
一
管
理
区
分
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

。
）

。
）

第
三
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
を
超
え
る
場
合
又
は
Ｄ
測

第
三
管
理
区
分

第
二
評
価
値
が
管
理
濃
度
を
超
え
る
場
合
又
は
Ｂ
測

定
の
測
定
値
が
管
理
濃
度
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
場

定
の
測
定
値
が
管
理
濃
度
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
場

合

合

２

測
定
対
象
物
の
濃
度
が
当
該
測
定
で
採
用
し
た
試
料
採
取
方
法
及
び
分

２

測
定
対
象
物
の
濃
度
が
当
該
測
定
で
採
用
し
た
試
料
採
取
方
法
及
び
分

析
方
法
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
る
定
量
下
限
の
値
に
満
た
な
い
測
定
値
が
あ

析
方
法
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
る
定
量
下
限
の
値
に
満
た
な
い
測
定
点
が
あ

る
単
位
作
業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
定
量
下
限
の
値
を
当
該
測
定
値
と

る
単
位
作
業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
定
量
下
限
の
値
を
当
該
測
定
点
に

み
な
し
て
、
前
項
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

お
け
る
測
定
値
と
み
な
し
て
、
前
項
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

測
定
値
が
管
理
濃
度
の
十
分
の
一
に
満
た
な
い
測
定
値
が
あ
る
単
位
作

３

測
定
値
が
管
理
濃
度
の
十
分
の
一
に
満
た
な
い
測
定
点
が
あ
る
単
位
作

業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
管
理
濃
度
の
十
分
の
一
を
当
該
測
定
値
と
み
な
し

業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
管
理
濃
度
の
十
分
の
一
を
当
該
測
定
点
に
お
け
る

て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

測
定
値
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま

４

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七

で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七

年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機

年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
に
あ
つ

八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
に
あ
つ

て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規

て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規

定
す
る
特
別
有
機
溶
剤
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二

定
す
る
特
別
有
機
溶
剤
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二

種
類
以
上
含
有
す
る
混
合
物
に
係
る
単
位
作
業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
測
定

種
類
以
上
含
有
す
る
混
合
物
に
係
る
単
位
作
業
場
所
に
あ
つ
て
は
、
測
定

値
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
換
算
値
を
当
該
測
定
値
と
み

点
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
換
算
値
を
当
該
測
定
点
に
お

な
し
て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

け
る
測
定
値
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の

管
理
濃
度
に
相
当
す
る
値
は
、
一
と
す
る
も
の
と
す
る
。

場
合
に
お
い
て
、
管
理
濃
度
に
相
当
す
る
値
は
、
一
と
す
る
も
の
と
す
る
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。

Ｃ
１
Ｃ

２
Ｃ

１
Ｃ

２

Ｃ

＝
―
＋
―
＋
…
…

Ｃ

＝
―
＋
―
＋
…
…

Ｅ
１
Ｅ

２
Ｅ

１
Ｅ

２

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

…
…
及
び

、

…
…
は
、
そ
れ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

…
…
及
び

、

…
…
は
、
そ
れ

Ｃ

Ｃ１

Ｃ２

Ｅ１

Ｅ２

Ｃ

Ｃ１

Ｃ２

Ｅ１

Ｅ２

ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

換
算
値

換
算
値

Ｃ

Ｃ

、

…
…

有
機
溶
剤
の
種
類
ご
と
の
測
定
値

、

…
…

有
機
溶
剤
の
種
類
ご
と
の
測
定
値

Ｃ１

Ｃ２

Ｃ１

Ｃ２

、

２

…
…

有
機
溶
剤
の
種
類
ご
と
の
管
理
濃
度

、

２

…
…

有
機
溶
剤
の
種
類
ご
と
の
管
理
濃
度

Ｅ１

Ｅ

Ｅ１

Ｅ

（
評
価
値
の
計
算
）

（
評
価
値
の
計
算
）

第
三
条

前
条
第
一
項
の
第
一
評
価
値
及
び
第
二
評
価
値
は
、
次
の
式
に
よ

第
三
条

前
条
第
一
項
の
第
一
評
価
値
及
び
第
二
評
価
値
は
、
次
の
式
に
よ

り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

l
o
g
Ｅ
Ｃ

１

＝l
o
g
Ｍ

１

＋1
.
6
4
5
√

（l
o
g

２σ
１

＋0
.
0
8
4

）

l
o
g
Ｅ
Ａ

１

＝l
o
g
Ｍ

１

＋1
.
6
4
5
√

（l
o
g

２σ
１

＋0
.
0
8
4

）

l
o
g
Ｅ
Ｃ

２

＝l
o
g
Ｍ

１

＋1
.
1
5
1

（l
o
g

２σ
１

＋0
.
0
8
4

）

l
o
g
Ｅ
Ａ

２

＝l
o
g
Ｍ

１

＋1
.
1
5
1

（l
o
g

２σ
１

＋0
.
0
8
4

）

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

ＥＣ１

Ｍ１

σ１

ＥＣ２

ＥＡ１

Ｍ１

σ１

ＥＡ２

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

第
一
評
価
値

第
一
評
価
値

ＥＣ１

ＥＡ１

Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

Ｍ１

Ｍ１

Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

σ１

σ１

第
二
評
価
値

第
二
評
価
値

ＥＣ２

ＥＡ２

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
二
作
業
日
（
連
続
す
る
二
作

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
二
作
業
日
（
連
続
す
る
二
作

業
日
に
つ
い
て
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場

業
日
に
つ
い
て
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
空
け
た
二
作
業
日
）
に
測
定
を

合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
最
小
限
の
間
隔
を
空
け
た
二
作
業
日
）
に
測
定
を

行
つ
た
と
き
は
、
第
一
評
価
値
及
び
第
二
評
価
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計

行
つ
た
と
き
は
、
第
一
評
価
値
及
び
第
二
評
価
値
は
、
次
の
式
に
よ
り
計

算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

l
o
g
Ｅ
Ｃ

１

＝
（1

/
2

）
（l

o
g
Ｍ

１

＋l
o
g
Ｍ

２

）
＋1

.
6
4
5
√

（
（1

/
2

）
（l

o
l
o
g
Ｅ
Ａ

１

＝
（1

/
2

）
（l

o
g
Ｍ

１

＋l
o
g
Ｍ

２

）
＋1

.
6
4
5
√

（
（1

/
2

）
（l

g

２σ
１

＋l
o
g

２σ
２

）
＋
（1

/
2

）
（l

o
g
Ｍ

１

－l
o
g
Ｍ

２

）
２

）

o
g

２σ
１

＋l
o
g

２σ
２

）
＋
（1

/
2

）
（l

o
g
Ｍ

１

－l
o
g
Ｍ

２

）
２

）

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ

ＥＣ１

Ｍ１

Ｍ２

σ１

σ２

ＥＣ２

ＥＡ１

Ｍ１

Ｍ２

σ１

σ２

ＥＡ２
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ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

第
一
評
価
値

第
一
評
価
値

ＥＣ１

ＥＡ１

一
日
目
の
Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

一
日
目
の
Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

Ｍ１

Ｍ１

二
日
目
の
Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

二
日
目
の
Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
平
均
値

Ｍ２

Ｍ２

一
日
目
の
Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

一
日
目
の
Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

σ１

σ１

二
日
目
の
Ｃ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

二
日
目
の
Ａ
測
定
の
測
定
値
の
幾
何
標
準
偏
差

σ２

σ２

第
二
評
価
値

第
二
評
価
値

ＥＣ２

ＥＡ２
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○

改
正
後
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
呼
吸
用
保
護
具
第
三
号
の
規
定

に
よ
る
同
告
示
第
二
号
の
読
替
え

（
傍
線
部
分
は
第
三
号
に
よ
る
読
替
部
分
）

読
替
後

読
替
前

二

前
号
の
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

二

前
号
の
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

Ｃ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四

イ

Ａ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を

る
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の

行
っ
た
場
合

空
気
中
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
（
作

規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
行
っ
た
場

業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
第

合

空
気
中
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
（
作
業
環
境
評

四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
作
業
環
境
評
価
基
準
第
二
条

価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一

第
一
項
の
第
一
評
価
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

項
の
第
一
評
価
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

Ｃ
測
定
及
び
Ｄ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
五
項
第
五

ロ

Ａ
測
定
及
び
Ｂ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お

号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

い
て
準
用
す
る
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の

を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
又

規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

は
Ｄ
測
定
の
測
定
値
（
二
人
以
上
の
者
に
対
し
て
Ｄ
測
定
を
実
施
し

空
気
中
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
又
は
Ｂ
測
定
の
測
定

た
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
最
大
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

値
（
二
以
上
の
測
定
点
に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
う
ち
の
最
大
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値


